
▼
シ
リ
ー
ズ
の
第
２
回
目
は
、
「
な
ぜ

自
治
体
ご
と
の
生
涯
賃
金
に
大
き
な
差

が
出
て
く
る
の
か
？
」
そ
の
要
因
に
つ

い
て
の
話
で
す
。 
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秋季賃金確定闘争から春闘へ！学習を強化しよう！ 

シ
リ
ー
ズ
②
『
賃
金
格
差
の
要
因
』 

組
合
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く
『
紙
面
学
習
』
の

２
回
目
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
基
に
職
場
の
仲
間
の
皆
さ
ん

と
話
し
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

紙面学習 

当面の日程 
■12月9日（土） 
○連合福島春闘討論集会 
 

■12月20日（水） 
〇喜多方市職労定期大会 
 

■12月21日（木） 
〇下郷町職労定期大会（仮

日程） 
 

■12月28日（木） 
〇総支部仕事納め 
（年明け4日仕事始め） 

▼
図
表
１
は
、
県
職
員
と
会
津
管
内
自
治

体
「
Ｂ
」
の
職
員
の
高
卒
行
政
職
モ
デ
ル

賃
金
の
昇
給
ラ
イ
ン
を
比
較
し
た
グ
ラ
フ

で
す
。
職
員
が
管
理
職
に
な
ら
な
か
っ
た 

場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
昇
給
し
て
い
く
か

（
言
い
換
え
れ
ば
、
組
合
員
が
退
職
ま
で

に
ど
の
よ
う
に
昇
給
し
て
い
く
か
）
を
表

し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。 

▼
２
つ
の
折
れ
線
グ
ラ
フ
に
大
き
な
開
き

の
あ
る
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト
（
生
涯
賃
金
に

差
が
出
る
要
因
）
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま

す
。 

 

【
ポ
イ
ン
ト
①
】
ま
ず
、
初
任
給
か
ら
違

い
ま
す
。
県
職
は
１
級
９
号
給
で
す
が
、

自
治
体
Ｂ
は
１
級
５
号
給
で
す
。
給
料
月

額
が
い
く
ら
違
う
の

か
？
に
つ
い
て
は
前
号

の
機
関
紙
（
裏
面
図
表

２
・
３
）
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
初
任
給
が
安

け
れ
ば
、
職
員
採
用
や

生
涯
賃
金
に
も
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
高

卒
初
任
給
が
１
級
９
号
給
、
大
卒
初
任
給

が
１
級
29
号
給
に
な
っ
て
い
な
い
場
合

は
、
県
職
員
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
要
求
・

交
渉
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

【図表１】福島県と管内自治体Bの高卒モデル賃金比較 

※このグラフは、福島県職員（行政職）と、会津管内自治体「B」の職員（行政
職）の高卒モデル賃金（2023年県人勧反映）の昇給ラインを比較したものです。
「60歳で退職した場合」でその後の暫定再任用等は考慮していません。 

初任給の違い 

3級昇格スピードの違い 
10年勤続特昇の有無 

4級昇格スピードの違い 

4級到達号給の違い 

２ 

１ 

３ 

４ 
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機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
「
早
い
で
す
ね
ぇ
」
、
も
う
今
年
も

残
り
１
カ
月
で
す
よ
。
暮
れ
も
押
し

迫
っ
て
く
る
と
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
は

今
年
１
年
の
出
来
事
の
特
集
が
、
飽
き

る
ほ
ど
組
ま
れ
ま
す
（
笑
）
。
国
内

ニ
ュ
ー
ス
（
月
別
）
で
見
る
と
… 

〇
１
月
・
コ
ロ
ナ
５
類
引
き
下
げ
５
月
に 

〇
２
月
・
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
中
国
返
還 

〇
３
月
・
Ｈ
３
ロ
ケ
ッ
ト
打
上
失
敗 

〇
４
月
・
陸
自
ヘ
リ
事
故 

〇
５
月
・
コ
ロ
ナ
５
類
移
行 

〇
６
月
・
将
棋
の
藤
井
、
最
年
少
名
人 

〇
７
月
・
ビ
ッ
グ
モ
ー
タ
ー
立
入
検
査 

〇
８
月
・
処
理
水
海
洋
放
出
開
始 

〇
９
月
・
性
加
害
認
め
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
社
長
辞
任 

〇
10
月
・
将
棋
の
藤
井
、
初
の
全
八
冠
制
覇 

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
？
あ
っ

「
記
録
的
猛
暑
」
を
忘
れ
て
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
坂
内
） 

▼
以
上
が
、
県
職
と
自
治
体
Ｂ
に
お
け

る
行
政
職
の
生
涯
賃
金
に
格
差
が
生
じ

て
い
る
要
因
で
す
。
ち
な
み
に
、
自
治

体
Ｂ
は
県
職
よ
り
も
、
約
１
千
万
円
生

涯
賃
金
が
低
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

▼
ご
覧
い
た
だ
い
て
お
分
か
り
の
通

り
、
グ
ラ
フ
化
し
て
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
格
差
が
生
じ
て
い
る
要
因
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

間
、
県
本
部
で
は
県
職
員
の
昇
給
ラ
イ

ン
を
到
達
目
標
と
し
て
、
闘
争
を
進
め

て
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
単
組
の
昇
給

ラ
イ
ン
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
た
上
で

グ
ラ
フ
化
に
よ
り
比
較
し
、
改
善
要
求

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

▼
最
後
に
、
改
善
要
求
を
行
う
上
で
の

ポ
イ
ン
ト
（
生
涯
賃
金
を
上
げ
る
た
め

の
ポ
イ
ン
ト
）
を
記
載
し
ま
す
。 

①
初
任
給
を
県
職
以
上
と
す
る
こ
と

（
在
職
者
調
整
を
含
む
）
。 

②
で
き
る
だ
け
若
い
う
ち
に
昇
給
で
き

る
ラ
イ
ン
と
す
る
こ
と
。 

③
県
職
同
様
の
特
別
昇
給
（
県
職
同
様

に
人
事
評
価
制
度
に
よ
る
「
公
務
貢

献
」
で
、
誰
で
も
昇
給
で
き
る
運
用
と

す
る
）
を
確
保
す
る
こ
と
。 

④
４
級
到
達
号
給
（
退
職
時
の
給
料
月

額
）
を
で
き
る
だ
け
上
げ
る
こ

と
（
退
職
金
の
関
係
）
。 

以
上
で
す
。 

【
ポ
イ
ン
ト
②
】
次
に
３
級
に
昇
格
す

る
年
齢
が
、
県
職
は
31
歳
で
あ
る
の

に
対
し
、
自
治
体
Ｂ
は
35
歳
に
な
ら

な
い
と
３
級
に
昇
格
し
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
、
県
職
は
勤
続
10
年
で
２
号
給
の

特
別
昇
給
が
あ
り
ま
す
が
、
自
治
体
Ｂ 

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
勤
続
20

年
・
30
年
に
つ
い
て
は
、
県
職
が
そ

れ
ぞ
れ
２
号
給
、
自
治
体
Ｂ
が
そ
れ
ぞ

れ
４
号
給
の
特
別
昇
給
が
あ
り
ま
す
。 

【
ポ
イ
ン
ト
③
】
同
様
に
、
４
級
に
昇

格
す
る
年
齢
で
す
。
県
職
は
38
歳
、 

自
治
体
Ｂ
は
、
49
歳
で
す
。 

【
ポ
イ
ン
ト
⑤
】
最
後
に
、
４
級
到
達

号
給
の
違
い
で
す
。
県
職
は
101
号
給

で
あ
り
、
こ
れ
に
54
歳
で
到
達
し
以 
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降
昇
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し

自
治
体
Ｂ
は
、
77
号
給
が
最
高
到
達

号
給
で
あ
り
、
54
歳
で
到
達
し
、
以

降
、
昇
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に

国
家
公
務
員
の
場
合
、
４
級
最
高
号
俸

は
、
93
号
俸
（
俸
給
表
の
最
高
は
93

号

俸

）

と

な

り

ま

す

（

図

表 

２
参
照
）
。 

 

こ
の
到
達
号
給
と
は
、
退
職
時
の
給

料
月
額
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
に
退
職
金

が
計
算
さ
れ
ま
す
（
退
職
金
の
計
算
に

つ
い
て
は
別
の
機
会
に
説
明
し
ま

す
）
。
県
職
と
自
治
体
Ｂ
に
お
け
る
退

職
時
の
給
料
月
額
の
差
は
、
１
万
３
百

円
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
退
職
金

の
差
は
、
約
50

万
円
と
な
り

ま
す
。 

県職 自治体：B  国家公務員  

号給 月額（円） 号給 月額（円） 号俸 月額（円） 

76 382,500 76 382,500 76 374,400 

77 383,000 77 383,000 77 374,800 

78 383,500 78 *** 78 375,300 

（中略） 

91 389,700 91 *** 91 381,300 

92 390,100 92 *** 92 381,700 

93 390,300 93 *** 93 382,000 

94 390,600 94 *** 94 *** 

95 391,000 95 *** 95 *** 

96 391,400 96 *** 96 *** 

97 391,700 97 *** 97 *** 

98 392,200 98 *** 98 *** 

99 392,600 99 *** 99 *** 

100 393,000 100 *** 100 *** 

101 393,300 101 *** 101 *** 

【図表２】４級最高到達号給（号俸）の違い 


